
   川崎市区民会議条例施行規則 

平成１８年３月３１日 

規則第２８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市区民会議条例（平成１８年川崎市条例第１１号。以下「条例」という。）

第４条第２項第１号及び第１２条の規定に基づき、区民会議の組織に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （課題の選定） 

第２条 区民会議は、区民会議の委員が自らの活動等を通じて把握した課題及び区役所が業務を通じて

把握した課題のうちから調査審議すべき課題を適切に選定するものとする。 

 （分野） 

第３条 条例第４条第２項第１号に規定する規則で定める分野は、次に掲げるとおりとする。 

（１）防災又は地域交通環境の向上など安全で快適な暮らしを支える分野 

（２）福祉の推進、健康の増進など幸せな暮らしを支える分野 

（３）子育て、教育など人を育て心をはぐくむ分野 

（４）緑の保全、ごみの抑制など自然環境又は生活環境を向上させる分野 

（５）産業の振興、都市拠点の形成などまちの活力を高める分野 

（６）文化又は観光の振興などまちの魅力を発信する分野 

（７）地域住民組織活動、まちづくり活動など市民自治を推進する分野 

（８）前各号に定めるもののほか、各区の地域特性に応じた課題に関する分野 

 （専門部会） 

第４条 区民会議は必要に応じ委員で構成される専門部会を設置し、専門部会は専門的事項に関する調

査検討を行うものとする。 

２ 専門部会に属すべき委員は、委員長が区民会議に諮って指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。 

４ 専門部会は、調査検討のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見

を聴くことができる。 

５ 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の調査検討の経過及び結果を区民会議に報告するも

のとする。 

 （委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、区民会議の組織に関し必要な事項は、区長が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

    


